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01Ⅰ 地域総合治⽔推進計画改定のポイント

１ 当初策定から概ね１０年となるため、次期計画へ移⾏
○東播磨・北播磨・丹波地域総合治⽔推進計画の策定（H27年度策定）から概ね10年が経過するため、
河川下⽔道対策、流域対策、減災対策についての取組実績や課題を踏まえ、次期計画を策定する。

○よりわかりやすい計画とするため、本編と資料編の2部構成とする。

２ 地域総合治⽔推進計画に記載しているデータ等の時点修正
○東播磨・北播磨・丹波地域総合治⽔推進計画における「計画地域の概要」、「現状と課題」等
の記載内容について、統計データ等の時点修正や表現の適正化を図る。

３ 社会情勢の変化、法令の改正等による変更
○気候変動を踏まえた治⽔対策の必要性を盛り込む
○国の流域治⽔の取組、特定都市河川浸⽔被害対策法の改正等、最新の社会情勢を踏まえた
更新を図る。
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Ⅱ 地域総合治⽔推進計画の構成

■わかりやすい計画とするため、計画の本編と資料編の2部構成とする。
（現計画の課題）
○現計画は、地形、気象、歴史⽂化などに加え、既往計画の転記など記載内容が多く（約190ページ）、
わかりやすい計画とする必要がある。

○計画改定のたびに過去の取組を上書きすると、取組実績が削除されてしまう。（特に流域対策
は取組の蓄積が重要）

現計画 新計画

●●地域総合治⽔推進計画

平成●年●⽉
兵庫県

●●地域総合治⽔推進計画

令和●年●⽉
兵庫県

●●地域総合治⽔推進計画

令和●年●⽉
兵庫県

（本 編） （資料編）
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＜資料編 ⽬次＞＜本編 ⽬次＞

１ 計画地域の概要
（関連計画 地形 地質 ⼟地利⽤ ⼈⼝分布 気候 ⾃然環境
歴史 ⽂化）

２ ⼤⾬による浸⽔被害の発⽣状況

３ これまでの取り組み
（河川下⽔道対策、流域対策、減災対策、モデル地区）

４ 環境の保全と創造への配慮

５ 地域総合治⽔推進計画の改定履歴

６ 他地域での総合治⽔対策の効果事例※1

１ 計画地域の概要

２ 総合治⽔の基本的な⽬標に関する事項

３ 総合治⽔の推進に関する基本的な⽅針

４ 河川・下⽔道対策

５ 流域対策

６ 減災対策

７ 環境の保全と創造への配慮

８ 総合治⽔を推進するにあたっての必要な事項

９ モデル地区等における取り組み

Ⅱ 地域総合治⽔推進計画の構成
■本編は、総合治⽔条例で定められた事項とし今後10年間の総合治⽔の取組をまとめる。

■資料編は、地形、気象、歴史⽂化 のほか、河川整備計画等の既往計画の概要、取組実績
を現計画を基にしてとりまとめる。また、他地域の主たる取組の効果について整理する。

下線：資料編に移⾏する内容
※１：新たに追加する内容
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Ⅲ 計画改定の主な内容

１．計画地域の概要
＜資料編＞＜本編＞

○計画地域の概要
・関連計画の概要
①⽔防災意識社会 再構築ビジョン
②流域治⽔プロジェクト
③ひょうごビジョン2050
④ひょうごインフラ整備プログラム

・計画地域の概要
①地形・地質、②⼟地利⽤、③⼈⼝分布、
④気候、⑤⾃然環境、⑥歴史・⽂化

○⼤⾬による浸⽔被害の発⽣状況

〇これまでの取組

○東播磨・北播磨・丹波地域の上下流域を流下す
る主な河川、地形、⼟地利⽤、交通網等を記載

〇総合治⽔を推進していく上での課題を記載
・気候変動を踏まえた治⽔対策
・河川整備においては上下流バランスを確保す
る必要性

・流域対策においては、施設管理者の協⼒を得
るための丁寧な説明、協議時間を要する

・減災対策では、近年、⼤きな洪⽔浸⽔被害が
発⽣しておらず、被災経験者の減少、⾼齢化
による防災意識の低下の懸念

・その他現状を踏まえた記載内容に修正
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（２）ながす(河川下⽔道対策)、ためる(流域対策)、そなえる(減災対策)の⽬標

○ながす：河川整備計画、下⽔道計画等の既定計画の着実な推進

〇ためる：⾬⽔の貯留・浸透させる取組の推進、継続した対策の推進

〇そなえる：情報発信・伝達・把握、避難、建物の耐⽔機能の付加、被災時の早期⽣活
再建等の取組を推進し、⼈命・社会経済への深刻な被害の回避・軽減

Ⅲ 計画改定の主な内容

（１）計画期間
○計画始期は令和６年度とし、計画期間は概ね１０年間とする。

２．総合治⽔の基本的な⽬標
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（２）河川対策、（３）下⽔道対策
○第1回協議会で⽰した課題を踏まえ、以下を追記
・河川・下⽔道対策が着実に実施できるよう適切な予算措置を講じる。

Ⅲ 計画改定の主な内容

（１）全般
○法改正、気候変動への対応、ＳＤＧsに寄与する対策等、現状を踏まえた記載内容に修正
〇「 （DX）」など、あらゆる⼿段を活⽤して防災に関する情報提供に努める

３．総合治⽔の推進に関する基本的な⽅針

（４）流域対策
○第1回協議会で⽰した課題を踏まえ、以下を追記
・流域対策の貯留量のさらなる増加のため、流域全体での取組意識の醸成を図り、担い⼿の育成
に努める。

（５）減災対策
○第1回協議会で⽰した課題を踏まえ、以下を追記
・あらゆる世代に対して、防災に関する教育、訓練の継続実施に努める。
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Ⅲ 計画改定の主な内容

４．河川下⽔道対策
（１）河川の整備及び維持

○河川整備計画に基づく流下能⼒向上対策
〇適切な維持管理
〇ダムの洪⽔調節

（２）下⽔道の整備及び維持

○各市町の下⽔道計画に基づく整備
〇適切な維持管理
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Ⅲ 計画改定の主な内容
５．流域対策
（１）調整池の設置及び保全

〇総合治⽔条例に基づき、重要調整池の設置、適切な管理

（２）⼟地等の⾬⽔貯留浸透機能
〇ため池、校庭貯留、公園貯留、⽔⽥貯留等による貯留量の確保等

（３）貯⽔施設の⾬⽔貯留容量の確保
〇ダムの事前放流、ため池を活⽤した治⽔対策

（４）ポンプ施設との調整
（５）遊⽔機能の維持

〇河川沿いの農地等、河川の流⽔や⾬⽔を⼀時的に貯留できる機能を有する⼟地の維持

（６）森林の整備及び保全
〇森林の有する浸透、滞留機能、⼟地の保全機能を確保するための森林の整備及び保全
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Ⅲ 計画改定の主な内容
6．減災対策

〇洪⽔浸⽔想定区域図の⾒直し、ハザードマップの作成、周知、啓発、更新等

（２）浸⽔による被害の発⽣に係る情報の伝達
〇河川・ダム等のライブカメラ画像の提供、避難情報の発令、タイムラインの策定・検証・更新

（３）浸⽔による被害の軽減に関する学習
〇出前講座・研修等の実施と分かりやすい教材の作成、防災マップ（⼿作りハザードマップ）の作成

（４）浸⽔による被害の軽減のための体制の整備
〇防災拠点の整備や災害モニター制度の活⽤等、避難体制、広域避難体制の整備・構築等

（５）訓練の実施
〇⽔防連絡会の開催、合同防災訓練、⽔防⼯法訓練等の実施

（６）建物等の耐⽔機能

（７）浸⽔による被害からの早期の⽣活の再建
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Ⅲ 計画改定の主な内容

○現計画を踏襲し、計画地域の⾃然環境の特性に応じて環境の保全と創造に配慮する

７．環境の保全と創造への配慮

○⼟砂災害、⾼潮、津波対策等との連携
○推進計画のフォローアップと⾒直し
〇総合治⽔の普及啓発

８．総合治⽔を推進するにあたって必要な事項

９．モデル地区等における取り組み（本編P５４ ※各地区の取り組みは資料編に記載）
○「９．モデル地区等における取り組み」の⽬的は、流域圏内の特徴的な地区の事例や効果等
を情報発信し、推進協議会を通じて関係者と情報を図るなど、「総合治⽔」への理解を深め
ることであり、今後も情報共有を図る。
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Ⅲ 計画改定の主な内容
４．河川下⽔道対策
５．流域対策
６．減災対策

各機関から主要な今後の取組を紹介
※推進計画に定める取組は、策定時点で関係者間の調整が整っているものを記載。
※各主体が計画期間に推進する取組をより⼀層充実させるため、取組の進捗状況や
災害の発⽣状況、社会情勢の変化等を勘案して、適宜記述を⾒直すこととする。

※これまでの取組実績や取組の効果等は、資料編にとりまとめる。
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Ⅳ 他地域での総合治⽔対策の効果事例
■今後の取組の参考とするため、他地域での総合治⽔対策の取組の効果等を追加

※資料編に掲載

管理者が取り組み安い構造（一度、開け

るだけで操作不要）とするため

①ため池改修事業と併せた整備

②治水効果の高いため池での単独整備

③災害復旧と併せた整備を推進
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